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　福岡県告示第313号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第６条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

目　　　次

告　　　示

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

兵丹２ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面１に示す区域
のとおり） 土石流

兵丹１ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面２に示す区域
のとおり） 土石流

赤地 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面３に示す区域
のとおり） 土石流

御徳二３ 鞍手郡小竹町大字赤地及び御徳（別紙図面４に
示す区域のとおり） 土石流

御徳二１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面５に示す区域
のとおり） 土石流

御徳二１－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面６に示す区域
のとおり） 土石流

御徳二１－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面７に示す区域
のとおり） 土石流

勝野一 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面８に示す区域
のとおり） 土石流

尾勝２ 鞍手郡小竹町大字南良津及び宮若市鶴田（別紙
図面９に示す区域のとおり） 土石流

尾勝１ 鞍手郡小竹町大字南良津及び宮若市鶴田（別紙
図面10に示す区域のとおり） 土石流

兵丹－２－１ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面11に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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兵丹－２－２ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面12に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

兵丹－２－３ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面13に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

兵丹－１－１ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面14に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

兵丹－１－２ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面15に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

兵丹－２－４ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面16に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

兵丹－３－１ 鞍手郡小竹町大字赤地及び南良津（別紙図面17
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

兵丹－３－２ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面18に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－８ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面19に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－９－２ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面20に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－７－１ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面21に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－７－２ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面22に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－10 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面23に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地区－２ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面24に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地区－１ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面25に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－１ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面26に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－３ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面27に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－４ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面28に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－５－２ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面29に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

赤地－５－１ 鞍手郡小竹町大字赤地（別紙図面30に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鴻の巣－１ 鞍手郡小竹町大字御徳及び赤地（別紙図面31に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鴻の巣－２ 鞍手郡小竹町大字御徳及び赤地（別紙図面32に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

鴻の巣－３ 鞍手郡小竹町大字御徳及び赤地（別紙図面33に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面34に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－５ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面35に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－７－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面36に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－７－１ 鞍手郡小竹町大字御徳及び赤地（別紙図面37に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－９－５ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面38に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－９－３ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面39に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－９－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面40に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－９－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面41に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

雀堂－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面42に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

雀堂－３ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面43に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

雀堂－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面44に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳５ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面45に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳６ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面46に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－３ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面47に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面48に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面49に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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御徳２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面50に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳４ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面51に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳11 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面52に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

七反田 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面53に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳三－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面54に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳一－５ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面55に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳－６ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面56に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳一－４ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面57に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

井田尻－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面58に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

井田尻－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面59に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳一－３－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面60に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳一－３－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面61に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳一－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面62に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳７ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面63に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳10 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面64に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳９ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面65に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳８ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面66に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

空木ヶ浦 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面67に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳一－１－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面68に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳一－１－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面69に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－４－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面70に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－４－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面71に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

琵琶 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面72に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

御徳二－８ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面73に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鴻の巣四組－２ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面74に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

鴻の巣四組－１ 鞍手郡小竹町大字御徳（別紙図面75に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野二－１－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面76に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野一－６－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面77に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野一－６－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面78に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野一－２－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面79に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野一－２－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面80に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野一－３－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面81に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野一－３－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面82に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野一－５－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面83に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野一－５－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面84に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野一－５－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面85に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

片峰－４ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面86に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

片峰－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面87に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊
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七福区－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面88に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

七福区－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面89に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

七福区－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面90に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

七福区２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面91に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野二－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面92に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野二－３－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面93に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野二－３－４ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面94に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野４－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面95に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野４－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面96に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野４－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面97に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面98に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野４－４ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面99に示す区域
のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野二－３－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面100に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野二－３－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面101に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野二－１－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面102に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峰畑－１－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面103に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峰畑－１－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面104に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峰畑－１－２ 鞍手郡小竹町大字勝野及び飯塚市目尾（別紙図
面105に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

峰畑－１－４ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面106に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面107に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

片峰－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面108に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

片峰－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面109に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野－１－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面110に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

勝野－１－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面111に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

芦北－３－４ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面112に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

芦北－３－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面113に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

芦北－３－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面114に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中町－２－２ 鞍手郡小竹町大字新多及び勝野（別紙図面115
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

芦北－２－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面116に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

芦北－２－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面117に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

芦北－１－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面118に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

芦北－１－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面119に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

芦北－１－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面120に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多－１－４ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面121に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多－１－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面122に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多－１－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面123に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多11－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面124に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多11－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面125に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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新多－４－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面126に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多－４－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面127に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多－１－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面128に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

六田ヶ浦－４ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面129に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

六田ヶ浦－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面130に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

六田ヶ浦－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面131に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

六田ヶ浦－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面132に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

六田ヶ浦－５ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面133に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中町－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面134に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中町－２－１ 鞍手郡小竹町大字新多及び勝野（別紙図面135
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中町－２－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面136に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多８－５ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面137に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多８－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面138に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多８－１ 鞍手郡小竹町大字新多及び勝野（別紙図面139
に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－８－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面140に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－８－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面141に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－８－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面142に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－８－４ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面143に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－８－５ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面144に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

毛勝－２－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面145に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

毛勝－２－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面146に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

毛勝－２－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面147に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多－２－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面148に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多－２－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面149に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多－２－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面150に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多－２－４ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面151に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町９ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面152に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－２－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面153に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－２－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面154に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－２－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面155に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面156に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－４－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面157に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－４－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面158に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－５－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面159に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－４－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面160に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－５－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面161に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－７－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面162に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－７－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面163に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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新町－７－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面164に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－７－４ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面165に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－９ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面166に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面167に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多区－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面168に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多区－８ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面169に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多区－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面170に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多区－５ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面171に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多区－６ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面172に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多区－４ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面173に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多区－７ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面174に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多区－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面175に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

毛勝－１－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面176に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

毛勝－１－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面177に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－６－１ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面178に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－６－２ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面179に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新町－７－５ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面180に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多８－４ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面181に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多８－３ 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面182に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－３－５ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面183に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－３－４ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面184に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－３－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面185に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－３－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面186に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－３－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面187に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面188に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－２－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面189に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－２－５ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面190に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－２－４ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面191に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良浦－２－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面192に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中央－１－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面193に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中央－３－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面194に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中央－３－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面195に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中央－３－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面196に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新多10 鞍手郡小竹町大字新多（別紙図面197に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中央－２－１ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面198に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中央－２－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面199に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中央－１－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面200に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

中央－１－３ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面201に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を小竹町役場に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第314号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第８条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

南良浦－２－２ 鞍手郡小竹町大字勝野（別紙図面202に示す区
域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎－１ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面203に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎－２ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面204に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎－３－２ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面205に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎－３－１ 鞍手郡小竹町大字新山崎及び南良津（別紙図面
206に示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎－４－３ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面207に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎６－３ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面208に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎６－２ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面209に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎６－４ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面210に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎６－１ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面211に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎－４－２ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面212に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎－４－１ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面213に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎５－１ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面214に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎５－２ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面215に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

新山崎－４ 鞍手郡小竹町大字新山崎（別紙図面216に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良津－３－１ 鞍手郡小竹町大字南良津（別紙図面217に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良津－３－２ 鞍手郡小竹町大字南良津（別紙図面218に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良津－２ 鞍手郡小竹町大字南良津（別紙図面219に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良津－４－２ 鞍手郡小竹町大字南良津（別紙図面220に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良津－４－１ 鞍手郡小竹町大字南良津（別紙図面221に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良津－１－３ 鞍手郡小竹町大字南良津（別紙図面222に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良津－１－２ 鞍手郡小竹町大字南良津（別紙図面223に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

南良津－１－１ 鞍手郡小竹町大字南良津（別紙図面224に示す
区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

兵丹２
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面１に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面１に記載
する表のとおり

赤地
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面３に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面３に記載
する表のとおり

御徳二３
鞍手郡小竹町大字赤地及び
御徳（別紙図面４に示す区
域のとおり）

土石流
別紙図面４に記載
する表のとおり

御徳二１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面５に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面５に記載
する表のとおり

御徳二１－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面６に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面６に記載
する表のとおり
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御徳二１－２
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面７に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面７に記載
する表のとおり

勝野一
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面８に示す区域のとお
り）

土石流
別紙図面８に記載
する表のとおり

尾勝２
鞍手郡小竹町大字南良津及
び宮若市鶴田（別紙図面９
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面９に記載
する表のとおり

尾勝１
鞍手郡小竹町大字南良津及
び宮若市鶴田（別紙図面10
に示す区域のとおり）

土石流
別紙図面10に記載
する表のとおり

兵丹－２－１
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面11に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面11に記載
する表のとおり

兵丹－２－２
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面12に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面12に記載
する表のとおり

兵丹－２－３
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面13に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面13に記載
する表のとおり

兵丹－１－１
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面14に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面14に記載
する表のとおり

兵丹－１－２
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面15に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面15に記載
する表のとおり

兵丹－２－４
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面16に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面16に記載
する表のとおり

兵丹－３－１
鞍手郡小竹町大字赤地及び
南良津（別紙図面17に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面17に記載
する表のとおり

兵丹－３－２
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面18に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面18に記載
する表のとおり

赤地－８
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面19に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面19に記載
する表のとおり

赤地－９－２
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面20に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面20に記載
する表のとおり

赤地－７－１
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面21に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面21に記載
する表のとおり

赤地－７－２
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面22に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面22に記載
する表のとおり

赤地－10
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面23に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面23に記載
する表のとおり

赤地区－２
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面24に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面24に記載
する表のとおり

赤地区－１
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面25に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面25に記載
する表のとおり

赤地－１
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面26に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面26に記載
する表のとおり

赤地－３
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面27に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面27に記載
する表のとおり

赤地－４
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面28に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面28に記載
する表のとおり

赤地－５－２
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面29に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面29に記載
する表のとおり

赤地－５－１
鞍手郡小竹町大字赤地（別
紙図面30に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面30に記載
する表のとおり

鴻の巣－１
鞍手郡小竹町大字御徳及び
赤地（別紙図面31に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面31に記載
する表のとおり

鴻の巣－２
鞍手郡小竹町大字御徳及び
赤地（別紙図面32に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面32に記載
する表のとおり
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鴻の巣－３
鞍手郡小竹町大字御徳及び
赤地（別紙図面33に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面33に記載
する表のとおり

御徳二－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面34に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面34に記載
する表のとおり

御徳二－５
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面35に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面35に記載
する表のとおり

御徳二－７－２
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面36に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面36に記載
する表のとおり

御徳二－７－１
鞍手郡小竹町大字御徳及び
赤地（別紙図面37に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面37に記載
する表のとおり

御徳二－９－５
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面38に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面38に記載
する表のとおり

御徳二－９－３
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面39に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面39に記載
する表のとおり

御徳二－９－２
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面40に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面40に記載
する表のとおり

御徳二－９－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面41に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面41に記載
する表のとおり

雀堂－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面42に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面42に記載
する表のとおり

雀堂－３
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面43に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面43に記載
する表のとおり

雀堂－２
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面44に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面44に記載
する表のとおり

御徳５
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面45に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面45に記載
する表のとおり

御徳６
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面46に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面46に記載
する表のとおり

御徳二－３
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面47に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面47に記載
する表のとおり

御徳二－２
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面48に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面48に記載
する表のとおり

御徳－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面49に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面49に記載
する表のとおり

御徳２
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面50に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面50に記載
する表のとおり

御徳４
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面51に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面51に記載
する表のとおり

御徳11
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面52に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面52に記載
する表のとおり

七反田
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面53に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面53に記載
する表のとおり

御徳三－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面54に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面54に記載
する表のとおり

御徳一－５
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面55に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面55に記載
する表のとおり

御徳－６
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面56に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面56に記載
する表のとおり

御徳一－４
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面57に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面57に記載
する表のとおり

井田尻－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面59に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面59に記載
する表のとおり
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御徳一－３－２
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面60に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面60に記載
する表のとおり

御徳一－２
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面62に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面62に記載
する表のとおり

御徳７
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面63に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面63に記載
する表のとおり

御徳10
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面64に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面64に記載
する表のとおり

御徳９
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面65に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面65に記載
する表のとおり

御徳８
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面66に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面66に記載
する表のとおり

空木ヶ浦
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面67に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面67に記載
する表のとおり

御徳一－１－２
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面68に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面68に記載
する表のとおり

御徳一－１－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面69に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面69に記載
する表のとおり

御徳二－４－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面71に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面71に記載
する表のとおり

琵琶
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面72に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面72に記載
する表のとおり

御徳二－８
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面73に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面73に記載
する表のとおり

鴻の巣四組－１
鞍手郡小竹町大字御徳（別
紙図面75に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面75に記載
する表のとおり

勝野二－１－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面76に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面76に記載
する表のとおり

勝野一－６－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面77に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面77に記載
する表のとおり

勝野一－６－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面78に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面78に記載
する表のとおり

勝野一－２－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面79に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面79に記載
する表のとおり

勝野一－３－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面81に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面81に記載
する表のとおり

勝野一－３－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面82に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面82に記載
する表のとおり

勝野一－５－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面83に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面83に記載
する表のとおり

勝野一－５－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面84に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面84に記載
する表のとおり

勝野一－５－３
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面85に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面85に記載
する表のとおり

七福区－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面89に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面89に記載
する表のとおり

七福区－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面90に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面90に記載
する表のとおり

七福区２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面91に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面91に記載
する表のとおり

勝野二－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面92に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面92に記載
する表のとおり
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勝野二－３－３
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面93に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面93に記載
する表のとおり

勝野二－３－４
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面94に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面94に記載
する表のとおり

勝野４－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面95に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面95に記載
する表のとおり

勝野４－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面96に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面96に記載
する表のとおり

勝野４－３
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面97に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面97に記載
する表のとおり

勝野３
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面98に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面98に記載
する表のとおり

勝野４－４
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面99に示す区域のとお
り）

急傾斜地の崩壊
別紙図面99に記載
する表のとおり

勝野二－３－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面100に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面100に記
載する表のとおり

勝野二－１－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面102に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面102に記
載する表のとおり

峰畑－１－３
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面103に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面103に記
載する表のとおり

峰畑－１－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面104に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面104に記
載する表のとおり

峰畑－１－２
鞍手郡小竹町大字勝野及び
飯塚市目尾（別紙図面105
に示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面105に記
載する表のとおり

峰畑－１－４
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面106に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面106に記
載する表のとおり

勝野２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面107に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面107に記
載する表のとおり

片峰－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面108に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面108に記
載する表のとおり

片峰－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面109に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面109に記
載する表のとおり

勝野－１－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面110に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面110に記
載する表のとおり

勝野－１－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面111に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面111に記
載する表のとおり

芦北－３－４
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面112に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面112に記
載する表のとおり

芦北－３－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面113に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面113に記
載する表のとおり

芦北－３－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面114に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面114に記
載する表のとおり

中町－２－２
鞍手郡小竹町大字新多及び
勝野（別紙図面115に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面115に記
載する表のとおり

芦北－２－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面116に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面116に記
載する表のとおり

芦北－２－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面117に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面117に記
載する表のとおり

芦北－１－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面118に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面118に記
載する表のとおり

芦北－１－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面119に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面119に記
載する表のとおり
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芦北－１－３
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面120に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面120に記
載する表のとおり

新多－１－４
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面121に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面121に記
載する表のとおり

新多－１－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面122に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面122に記
載する表のとおり

新多－１－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面123に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面123に記
載する表のとおり

新多11－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面124に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面124に記
載する表のとおり

新多11－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面125に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面125に記
載する表のとおり

新多－４－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面126に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面126に記
載する表のとおり

新多－４－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面127に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面127に記
載する表のとおり

新多－１－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面128に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面128に記
載する表のとおり

六田ヶ浦－４
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面129に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面129に記
載する表のとおり

六田ヶ浦－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面130に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面130に記
載する表のとおり

六田ヶ浦－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面131に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面131に記
載する表のとおり

六田ヶ浦－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面132に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面132に記
載する表のとおり

六田ヶ浦－５
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面133に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面133に記
載する表のとおり

中町－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面134に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面134に記
載する表のとおり

中町－２－１
鞍手郡小竹町大字新多及び
勝野（別紙図面135に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面135に記
載する表のとおり

中町－２－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面136に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面136に記
載する表のとおり

新多８－５
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面137に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面137に記
載する表のとおり

新多８－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面138に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面138に記
載する表のとおり

新多８－１
鞍手郡小竹町大字新多及び
勝野（別紙図面139に示す
区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面139に記
載する表のとおり

新町－８－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面140に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面140に記
載する表のとおり

新町－８－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面141に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面141に記
載する表のとおり

新町－８－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面142に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面142に記
載する表のとおり

毛勝－２－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面145に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面145に記
載する表のとおり

毛勝－２－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面146に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面146に記
載する表のとおり

毛勝－２－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面147に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面147に記
載する表のとおり
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新多－２－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面148に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面148に記
載する表のとおり

新多－２－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面149に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面149に記
載する表のとおり

新多－２－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面150に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面150に記
載する表のとおり

新多－２－４
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面151に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面151に記
載する表のとおり

新町９
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面152に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面152に記
載する表のとおり

新町－２－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面153に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面153に記
載する表のとおり

新町－２－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面154に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面154に記
載する表のとおり

新町－２－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面155に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面155に記
載する表のとおり

新町－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面156に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面156に記
載する表のとおり

新町－４－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面157に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面157に記
載する表のとおり

新町－４－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面158に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面158に記
載する表のとおり

新町－５－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面159に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面159に記
載する表のとおり

新町－４－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面160に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面160に記
載する表のとおり

新町－５－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面161に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面161に記
載する表のとおり

新町－７－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面162に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面162に記
載する表のとおり

新町－７－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面163に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面163に記
載する表のとおり

新町－７－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面164に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面164に記
載する表のとおり

新町－７－４
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面165に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面165に記
載する表のとおり

新町－９
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面166に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面166に記
載する表のとおり

新町－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面167に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面167に記
載する表のとおり

新多区－８
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面169に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面169に記
載する表のとおり

新多区－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面170に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面170に記
載する表のとおり

新多区－５
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面171に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面171に記
載する表のとおり

新多区－４
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面173に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面173に記
載する表のとおり

新多区－７
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面174に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面174に記
載する表のとおり

新多区－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面175に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面175に記
載する表のとおり
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毛勝－１－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面176に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面176に記
載する表のとおり

毛勝－１－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面177に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面177に記
載する表のとおり

新町－６－１
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面178に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面178に記
載する表のとおり

新町－６－２
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面179に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面179に記
載する表のとおり

新町－７－５
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面180に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面180に記
載する表のとおり

新多８－４
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面181に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面181に記
載する表のとおり

新多８－３
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面182に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面182に記
載する表のとおり

南良浦－３－５
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面183に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面183に記
載する表のとおり

南良浦－３－４
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面184に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面184に記
載する表のとおり

南良浦－３－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面187に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面187に記
載する表のとおり

南良浦－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面188に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面188に記
載する表のとおり

南良浦－２－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面189に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面189に記
載する表のとおり

南良浦－２－５
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面190に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面190に記
載する表のとおり

南良浦－２－４
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面191に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面191に記
載する表のとおり

中央－１－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面193に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面193に記
載する表のとおり

中央－３－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面195に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面195に記
載する表のとおり

中央－３－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面196に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面196に記
載する表のとおり

新多10
鞍手郡小竹町大字新多（別
紙図面197に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面197に記
載する表のとおり

中央－２－１
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面198に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面198に記
載する表のとおり

中央－２－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面199に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面199に記
載する表のとおり

中央－１－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面200に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面200に記
載する表のとおり

中央－１－３
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面201に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面201に記
載する表のとおり

南良浦－２－２
鞍手郡小竹町大字勝野（別
紙図面202に示す区域のと
おり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面202に記
載する表のとおり

新山崎－１
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面203に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面203に記
載する表のとおり

新山崎－２
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面204に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面204に記
載する表のとおり

新山崎－３－２
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面205に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面205に記
載する表のとおり
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　備考　別紙図面は省略し、その図面を小竹町役場に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第315号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１

項の規定に基づき、次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する

同法第20条第１項の規定により告示する。

　当該都市計画の図書は、福岡県建築都市部都市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　宇美都市計画道路を変更（宇美都市計画道路３・３・１号志免宇美線、３・３・２号

粕屋宇美線、３・３・９号大野城長谷線、３・３・10号木河太宰府線、３・４・８号辻

荒木佐谷線及び３・４・11号下宇美炭焼線の変更並びに３・４・６号四王寺坂若草線の

廃止）

　福岡県告示第316号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１

項の規定に基づき、次の都市計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する

同法第20条第１項の規定により告示する。

新山崎－３－１
鞍手郡小竹町大字新山崎及
び南良津（別紙図面206に
示す区域のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面206に記
載する表のとおり

新山崎６－３
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面208に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面208に記
載する表のとおり

新山崎６－２
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面209に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面209に記
載する表のとおり

新山崎６－４
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面210に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面210に記
載する表のとおり

新山崎６－１
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面211に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面211に記
載する表のとおり

新山崎－４－２
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面212に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面212に記
載する表のとおり

新山崎－４－１
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面213に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面213に記
載する表のとおり

新山崎５－１
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面214に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面214に記
載する表のとおり

新山崎５－２
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面215に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面215に記
載する表のとおり

新山崎－４
鞍手郡小竹町大字新山崎
（別紙図面216に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面216に記
載する表のとおり

南良津－３－１
鞍手郡小竹町大字南良津
（別紙図面217に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面217に記
載する表のとおり

南良津－３－２
鞍手郡小竹町大字南良津
（別紙図面218に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面218に記
載する表のとおり

南良津－２
鞍手郡小竹町大字南良津
（別紙図面219に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面219に記
載する表のとおり

南良津－４－２
鞍手郡小竹町大字南良津
（別紙図面220に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面220に記
載する表のとおり

南良津－４－１
鞍手郡小竹町大字南良津
（別紙図面221に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面221に記
載する表のとおり

南良津－１－３
鞍手郡小竹町大字南良津
（別紙図面222に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面222に記
載する表のとおり

南良津－１－２
鞍手郡小竹町大字南良津
（別紙図面223に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面223に記
載する表のとおり

南良津－１－１
鞍手郡小竹町大字南良津
（別紙図面224に示す区域
のとおり）

急傾斜地の崩壊
別紙図面224に記
載する表のとおり
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　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　大牟田都市計画道路を変更（大牟田都市計画道路３・５・７号渡瀬駅・黒崎線及び３

・４・14号江浦・原線の変更）

　福岡県告示第317号

　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第７条１項の規定に基づき、次のように肥料を

登録したので、同法第16条第１項の規定により告示する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第318号

　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定に基づき、次のように肥料

の登録の有効期間を更新したので、同法第16条第１項の規定により告示する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

登録番号 肥料の
種類

肥料の
名称

保証成分量
（％）

その他
の規格 有効期限 生産業者の氏名

又は名称及び住所

第 2256 号 副産石
灰肥料

卵殼石
灰

アルカリ分
48.0

公定規格
のとおり

平成30年
９月30日

株式会社グリーン
テクノ 21
佐賀県佐賀市鍋島
町 大 字 蛎 久 1539
番地１

第 2257 号

とうも
ろこし
浸漬液
肥料

平田ナ
ーセリ
ー有機
１号

窒素全量
3.0

りん酸全量
3.0

加里全量
2.0

水溶性加里
2.0

含有を許
される有
害成分の
最大量及
び制限事
項は公定
規格のと
おり

平成30年
11月18日

株式会社平田ナー
セリー
福岡県久留米市善
導寺町木塚 288 番
地の１

登録番号 肥料の
種類

肥料の
名称

保証成分量
（％）

その他
の規格 有効期限 生産業者の氏名

又は名称及び住所

第 2098 号

なたね
油かす
及びそ
の粉末

圧搾絞
り、な
たね油
かす粉
末

窒素全量
5.0

りん酸全量
2.0

加里全量
1.0

公定規格
のとおり

平成30年
11月６日

株式会社上嶋商店
福岡県八女市立花
町山崎 2623 番地１

第 2101 号 魚かす
粉末

魚かす
粉末１
号

窒素全量
8.0

りん酸全量
7.0

公定規格
のとおり

平成30年
12月12日

株式会社上嶋商店
福岡県八女市立花
町山崎 2623 番地１

第 2209 号 肉骨粉 肉骨粉
１号

窒素全量
9.0

りん酸全量
6.0

公定規格
のとおり

平成30年
９月３日

株式会社上嶋商店
福岡県八女市立花
町山崎 2623 番地１

第 2140 号

なたね
油かす
及びそ
の粉末

一回し
ぼり圧
搾なた
ね油か
す粉末

窒素全量
4.8

りん酸全量
2.0

加里全量
1.0

公定規格
のとおり

平成31年
１月８日

株式会社ショーヤ
マ
福岡県みやま市山
川町尾野 2088 番

第 2142 号 魚かす
粉末

7.0魚か
す粉末

窒素全量
7.0

りん酸全量
6.0

公定規格
のとおり

平成31年
１月８日

株式会社ショーヤ
マ
福岡県みやま市山
川町尾野 2088 番

第 2143 号 魚かす
粉末

7.0魚か
す粉末
２号

窒素全量
7.0

りん酸全量
5.0

公定規格
のとおり

平成31年
１月８日

株式会社ショーヤ
マ
福岡県みやま市山
川町尾野 2088 番

第 2148 号 魚かす
粉末

6.0魚か
す粉末

窒素全量
6.0

りん酸全量
6.0

公定規格
のとおり

平成31年
２月27日

株式会社ショーヤ
マ
福岡県みやま市山
川町尾野 2088 番

第 2210 号 肉骨粉

チキン
ポーク
ミール
Ａ

窒素全量
9.0

りん酸全量
6.0

公定規格
のとおり

平成30年
９月25日

福岡レンダリング
協同組合
福岡県田川郡大任
町大字今任原字今
入 1068 －３番地

第 2231 号 混合石
灰肥料

顆粒苦
土石灰

アルカリ分
60.0

可溶性苦土
10.0

公定規格
のとおり

平成30年
12月17日

シタマ石灰有限会
社
福岡県宮若市湯原
547 番地
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福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第321号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第322号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

　福岡県告示第319号

　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第14条の規定に基づき、次の肥料の登録は失効

したので、同法第16条第１項の規定により告示する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第320号

　肥料取締法（昭和25年法律第127号）第13条１項の規定に基づき、次のように肥料の

登録事項を変更したので、同法第16条第２項の規定により告示する。

　　平成25年３月５日

第 2214 号 蒸製骨
粉

蒸製骨
粉２号

窒素全量
3.0

りん酸全量
23.0

公定規格
のとおり

平成31年
４月10日

北九州エコレム協
同組合
福岡県北九州市若
松 区 響 町 １ 丁 目
12 番地の５

登録番号 肥料の
種類

肥料の
名称

保証成分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏名
又は名称及び住所

第 2039 号 肉骨粉 肉骨粉

窒素全量
6.0

りん酸全量
12.0

公定規格
のとおり

大日本産肥株式会社
福岡県北九州市門司区大
字門司 2732 番地の４

第 2040 号

な た ね
油 か す
及 び そ
の粉末

圧 搾 ナ
タネ
油粕

窒素全量
4.6

りん酸全量
2.0

加里全量
1.0

公定規格
のとおり

大日本産肥株式会社
福岡県北九州市門司区大
字門司 2732 番地の４

第 2100 号 蒸 製 骨
粉

蒸 製 骨
粉１号

窒素全量
3.5

りん酸全量
21.0

公定規格
のとおり

株式会社上嶋商店
福岡県八女市立花町山崎
2623 番地１

第 2227 号
炭 酸 カ
ル シ ウ
ム肥料

マ ン ド
ラ 水 稲
用

アルカリ分
50.0

可溶性苦土
5.0

公定規格
のとおり

ＨＳＥ株式会社
福岡県春日市須玖南５丁
目 12 番地

登録番号 肥料の
種類

肥料の
名称

生産業者の氏名
又は名称及び住所

変更のあった事項

新 旧

第 1931 号 生石灰
90 .0生
石灰肥
料

日鉄住金リコテッ
ク株式会社
福岡県北九州市小
倉北区許斐町１番
地

日鉄住金リコテッ
ク株式会社

代表取締役
新井　英男

住金リコテック株
式会社

代表取締役
濵名　孝年

第 2015 号 副産石
灰肥料

たらち
ね

第 2080 号 副産石
灰肥料

粒状副
産石灰

会社名、代表者の変更

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

久留米 県道
久留米
浮　羽  線

前

うきは市吉井町桜井228
番６先から
うきは市浮羽町朝田213
番２先まで

3.8
〜
9.6

353.5

後

うきは市吉井町桜井228
番６先から
うきは市浮羽町朝田213
番２先まで

10.0
〜

15.8
353.5
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福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第325号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月５日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第326号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月５日から開始する。

に供する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第323号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成25年３月５日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第324号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

八　　女 県道
羽犬塚
停車場  線

前

筑後市大字山ノ井175番
７先から
筑後市大字山ノ井161番
１先まで

12.5
〜

26.0
124.0

後

筑後市大字山ノ井175番
７先から
筑後市大字山ノ井161番
１先まで

12.5
〜

28.0
124.0

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

八　　女
羽犬塚
停車場  線

筑後市大字山ノ井175番７先から
筑後市大字山ノ井161番１先まで

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（ メ ー ト ル ）

京　　築 県道
野　路
土佐井  線

前

築上郡上毛町大字土佐井
740番先から
築上郡上毛町大字土佐井
805番４先まで

7.7
〜

10.0
132.4

前

築上郡上毛町大字土佐井
740番先から
築上郡上毛町大字土佐井
805番４先まで

8.3
〜

11.8
148.7

後

築上郡上毛町大字土佐井
740番先から
築上郡上毛町大字土佐井
805番４先まで

7.7
〜

11.3
132.4

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

京　　築
野　路
土佐井  線

築上郡上毛町大字土佐井740番先から
築上郡上毛町大字土佐井805番４先まで
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　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び行橋市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第328号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施

業要件の変更をする予定であるので、同法第33条の３において準用する同法第30条の２

の規定により次のように告示する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　昭和40年11月17日農林省告示第1461号（１に係るものに限る。）

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は、次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課及び

みやこ町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第329号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定施

業要件の変更をするので、同法第33条の３の規定に基づいて同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により次のように告示する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

　　次に掲げる告示で定めるところによる。

　　昭和48年４月28日農林省告示第904号

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第327号

　保安林の指定をする予定であるので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の

規定により次のように告示する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林予定森林の所在場所

　　行橋市大字矢山字大行事筋谷頭1861、1873の１、1877の１、字中下シ1866、1867、

字瀬戸1870

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字大行事筋谷頭1861・1877の１・字中下シ1866（以上３筆について次の図に示

す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

久留米 322 号 久留米市野中町 892 番３先から
久留米市野中町 896 番３先まで
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　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

５　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

２　変更に係る指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法　　変更しない。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は、次のとおりとする。

　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部農山漁村振興課並び

に関係市役所及び新宮町役場に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第330号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項の規定に基づく変更

の届出があったので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成25年２月18日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ホームプラザナフコ川崎店

　⑵　所在地　福岡県田川郡川崎町池尻1313番地

３　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

４　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

変更前 変更後

6.813㎡ 8.994㎡

変　更　前 変　更　後

位置 収容台数 位置 収容台数

駐車場（本館建物東
側） 340台 駐車場１（本館建物

東側） 233台

－ － 駐車場２（本館建物
北側） 107台

合計 340台 合計 340台

変　更　前 変　更　後

位置 収容台数 位置 収容台数

駐輪場（本館建物東
側） 30台 駐輪場（資材館建物

南側） 16台

変　更　前 変　更　後

位置 面積 位置 面積

荷さばき施設１（本
館建物南側） 45㎡ 荷さばき施設１（本

館建物南側） 45㎡

荷さばき施設２（本
館建物北西側） 68㎡ 荷さばき施設２（本

館建物北西側） 68㎡

－ － 荷さばき施設３（資
材館建物南側） 45㎡

合計 113㎡ 合計 158㎡

変　更　前 変　更　後

位置 面積 位置 面積
廃棄物保管施設（本
館建物南側） 23.37㎥ 廃棄物保管施設１

（本館建物西側） 23.37㎥

－ － 廃棄物保管施設２
（本館建物北側） 24.72㎥

合計 23.37㎥ 合計 48.09㎥
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　⑵　学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和18年勅

令第36号）による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を

修めて卒業した者であって、その卒業後建築実務の経験を３年以上有するもの

　⑶　建築士法の規定により知事が定める受験資格（平成21年１月福岡県告示第169号

）により受験資格を認められた者

　⑷　建築実務の経験を７年以上有する者　

２　試験

　⑴　方法

　　ア　試験は、学科及び建築設計製図について、筆記試験により行う。

　　イ　建築設計製図の試験は、本年の学科の試験の合格者並びに平成23年及び平成24

年の学科の試験の合格者に限り受けることができる（他の都道府県知事が行った

二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験に合格した者を含む。）。

　　ウ　学科の試験科目は、建築計画、建築法規、建築構造及び建築施工とする。

　⑵　日時及び場所

　　ア　二級建築士試験

　　イ　木造建築士試験

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　公告

　平成25年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のように実施する。

　なお、試験に関する事務は、建築士法（昭和25年法律第202号）第15条の６第１項の

規定に基づき、昭和60年11月福岡県告示第1683号の２により指定した財団法人建築技術

教育普及センターに行わせる。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　受験資格

　　二級建築士試験にあっては平成25年７月６日現在、木造建築士試験にあっては平成

25年７月27日現在において、次のいずれかに該当する者が受験できる。

　⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学若しくは高等専門学校、旧大学令

（大正７年勅令第388号）による大学又は旧専門学校令（明治36年勅令第61号）に

よる専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業し

た者

小売業者
変更前 変更後

開店時間 閉店時間 開店時間 閉店時間
株式会社ナフコ 午前８時 午後８時 午前７時 午後９時

変更前 変更後

午前７時30分〜午後８時30分 午前６時30分〜午後９時30分

変　更　前 変　更　後

出入口の数 駐車場の自動車の出
入口の位置 出入口の数 駐車場の自動車の出

入口の位置

４ 本館建物東側 ３ 本館建物東側

－ － １ 本館建物北側

公　　　告
試験の区分 日　　　　時 場　　　　　　所

学科の試験 平成25年７月７日（日曜日）
午前10時〜午後５時10分

福岡市東区松香台
２－３－１
九州産業大学

設計製図の試験 平成25年９月15日（日曜日）
午前11時〜午後４時

福岡市博多区吉塚本町
９－15
福岡県中小企業振興センター
福岡市博多区博多駅南
１－８－31
九州ビル

試験の区分 日　　　　時 場　　　　　　所

学科の試験 平成25年７月28日（日曜日）
午前10時〜午後５時10分

福岡市早良区西新
３－12－14
西南学院大学



第
３

４
７

６
号

福
岡

県
公

報
平

成
25

年
３

月
５

日
　

火
曜

日
22 　⑶　郵送による受験申込み

　　ア　郵送による受験申込みについては、次の①又は②に該当する者に限り行うこと

ができる。

　　　①　過去に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験をしたことがある者のうち

、二級建築士試験については平成24年以前の二級建築士試験の受験票又は合否

の通知書を貼付しているもの、木造建築士試験については平成24年以前の木造

建築士試験の受験票又は合否の通知書を貼付しているもの

　　　②　離島等で直接申込みができない等やむを得ない事情がある者で、勤務先の証

明書又は住民票を添付しているもの

　　イ　受験申込みの受付期間等

４　合格者の発表

　　二級建築士試験における学科の試験の合格者の氏名は平成25年８月27日（火曜日）

頃、木造建築士試験における学科の試験の合格者の氏名は同年９月10日（火曜日）頃

、最終合格者の氏名は同年12月５日（木曜日）頃に発表する。発表は合格者に対して

通知するほか、財団法人建築技術教育普及センター九州支部（福岡市博多区博多駅東

２－９－１）及び社団法人福岡県建築士会の事務所に掲示するとともに、合格者の受

験番号を財団法人建築技術教育普及センターのホームページ

　（http://www.jaeic.jp/）に掲載して行う。

５　その他

　　受験手続、合格者の発表の日その他の問合せは、福岡県建築都市部建築指導課（電

話092－643－3721）若しくは財団法人建築技術教育普及センター九州支部（電話092

－471－6310）又は社団法人福岡県建築士会（電話092－441－1867）に対して行うこ

と。

　公告

３　受験の申込手続

　⑴　受付場所における受験申込み

　　ア　受験申込書は、県の県土整備事務所建築指導課、及び社団法人福岡県建築士会

（福岡市博多区博多駅東３－14－18）において配布する。

　　イ　受験申込書は、エの受付場所に直接提出すること。

　　ウ　受験手数料は、財団法人建築技術教育普及センター指定の振替用紙により郵便

局に払い込んで納付し、その際発行される払込受付証明書を受験申込書の所定欄

に貼り付けること。なお、受験手数料は、試験を受けなかった場合でも返還しな

い。

　　エ　受験申込みの受付期間等

　⑵　インターネットによる受験申込み

　　ア　インターネットによる受験申込みについては、平成16年以降に二級建築士試験

又は木造建築士試験の受験申込みをした者のうち、試験の申込みに必要な個人情

報の使用について、あらかじめ承諾をしているものに限り行うことができる。

　　イ　受験申込みの受付期間等

　　ウ　財団法人建築技術教育普及センターのホームページ（http://www.jaeic.jp/)に

おいて必要な事項を入力し申し込むこと。

　　エ　受験手数料は、財団法人建築技術教育普及センターが指定するクレジットカー

ド又はコンビニエンスストア決済により納付すること。なお、受験手数料は、試

験を受けなかった場合でも返還しない。

設計製図の試験 平成25年10月13日（日曜日）
午前11時〜午後４時

福岡市東区松香台
２－３－１
九州産業大学

受　付　期　間 受　付　時　間 受　　付　　場　　所

平成25年４月11日（木曜日）〜
４月15日（月曜日）

午前10時〜午後
５時

福岡市博多区博多駅東３－14－18
福岡建設会館702会議室

受　　　付　　　期　　　間 受　付　時　間

平成25年３月28日（木曜日)〜４月３日（水曜日） 受付開始日の午前10時〜
受付終了日の午後４時

受　　　付　　　期　　　間 送　　付　　先 

平成25年３月19日（火曜日）〜４月３日（水曜日）
〒104－0031
東京都中央区京橋２－14－１
財団法人建築技術教育普及センター本部
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　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）

第14条の３の２の規定に基づき、行政処分を行ったので、福岡県産業廃棄物の不適正処

理の防止に関する条例（平成14年福岡県条例第80号）第19条第２項の規定により次のと

おり公表する。

　　平成25年３月５日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　処分を受けた事業者

　⑴　名称

　　　株式会社アクアテック

　⑵　所在地

　　　福岡県大牟田市新勝立町四丁目85番地11

　⑶　代表者

　　　代表取締役　本多　繁

２　行政処分の内容

　　産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

３　処分の年月日

　　平成25年２月20日

４　処分の理由

　　事業者が、法第14条第５項第２号イに規定する法第７条第５項第４号ハに該当する

者に該当したことにより、法第14条の３の２第１項第１号に該当するため


